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衆
議
院
議
員
鴨
下
一
郎
君
提
出
Ｊ
Ａ
Ｌ
再
生
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
九
日
に
Ｊ
Ａ
Ｌ
再
生
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
（
以
下
「
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
」
と
い
う
。
）
か
ら
国
土

交
通
大
臣
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
調
査
報
告
書
に
は
、
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
関
与
の
下
で
株
式
会
社
日
本
航
空
（
以
下
「
日

本
航
空
」
と
い
う
。
）
が
行
っ
た
資
産
の
査
定
の
結
果
及
び
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
関
与
の
下
で
日
本
航
空
が
策
定
し
た
事
業

再
生
計
画
案
（
以
下
「
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
が
関
与
し
た
資
産
査
定
結
果
等
」
と
い
う
。
）
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
日
本
航
空

の
事
業
の
再
生
に
関
し
て
は
、
現
在
、
日
本
航
空
及
び
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
に
よ
っ
て
資
産
の
査
定
及
び
事
業
再

生
計
画
の
策
定
に
係
る
作
業
等
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
が
関
与
し
た
資
産
査
定
結
果
等
を

公
表
す
る
こ
と
は
日
本
航
空
の
正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
こ
れ
ら
を
公
表
す
る
こ
と

は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
五
日
の
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
設
置
後
、
新
た
に
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
委
員
と
な
っ
た
者
は
い
な

い
。

一



三
に
つ
い
て

日
本
航
空
か
ら
は
、
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
関
与
の
下
で
日
本
航
空
が
資
産
の
査
定
及
び
事
業
再
生
計
画
案
の
策
定
を
行
う

過
程
に
お
い
て
、
日
本
航
空
が
複
数
の
会
計
事
務
所
、
法
律
事
務
所
及
び
経
営
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社
（
以
下
「
会
計
事

務
所
等
」
と
い
う
。
）
と
契
約
を
締
結
し
、
業
務
の
一
部
の
委
託
等
を
行
う
と
と
も
に
、
助
言
を
得
る
な
ど
し
て
い
た
と
聞

い
て
い
る
が
、
お
尋
ね
の
「
氏
名
、
所
属
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
航
空
と
当
該
会
計
事
務
所
等
と
の
間
の
契
約
行
為
に
関
す

る
事
項
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

四
に
つ
い
て

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
委
員
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
委
嘱
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
、
五

名
の
委
員
に
対
す
る
旅
費
と
し
て
、
計
五
万
三
千
二
百
六
十
円
を
支
払
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
日
本
航
空
か
ら
は
、
日
本

航
空
か
ら
こ
れ
ら
の
委
員
に
対
し
、タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
活
動
に
伴
う
費
用
等
の
支
払
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る
。

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
関
与
の
下
で
日
本
航
空
が
資
産
の
査
定
及
び
事
業
再
生
計
画
案
の
策
定
を
行
う
過
程
に
お
い
て
、
日

本
航
空
が
業
務
の
一
部
の
委
託
等
を
行
う
な
ど
し
て
い
た
会
計
事
務
所
等
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
費
用
等
の

支
払
を
す
る
こ
と
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
日
本
航
空
が
当
該
会
計
事
務
所
等
に
対
し
支
払
う
費
用
等
に
つ
い
て
は
、

二



日
本
航
空
と
当
該
会
計
事
務
所
等
と
の
間
の
契
約
行
為
に
関
す
る
事
項
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

三


